
令和６年能登半島地震に係る検証チーム（第２回）
令和６年３月２８日（木）

令和６年能登半島地震の概要と
自治体支援の状況

内閣府（防災担当）

資料１



○ 令和６年（2024年）１月１日16時10分にマグニチュード7.6、深さ16kmの地震が発生し、石川県輪島市（わじまし）、
志賀町（しかまち）で震度７を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度６強～１を観測。
○ この地震により石川県能登に対して大津波警報を、山形県から兵庫県北部を中心に津波警報を発表し、警戒を呼びかけ。
○ 気象庁では、１月１日のM7.6の地震及び令和２年（2020年）12月以降の一連の地震活動について、その名称を「令和６年
能登半島地震」と定めた。

令和６年能登半島地震の概要

■震度分布図
１月１日16時10分の地震

■津波警報等発表状況（１月１日16時22分発表）

■津波の観測状況

震度７：石川県志賀町

震度７：石川県輪島市
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○ 2024年１月１日16時以降、３月22日13時現在で震度１以上を観測した地震が1,752回発生（震度７：１回 震度６弱：
２回 震度５強：８回 震度５弱：７回 震度４：48回 震度３：174回 震度２：441回 震度１：1,071回）。
○ 最大震度５弱程度以上の地震が発生する可能性は徐々に低くなってきているものの、１月１日に発生したM7.6（最大震度７）
の地震前に比べて地震活動は依然として活発。
○ 2020年12月以降の一連の地震活動は当分の間続くと考えられ、M7.6の地震後の活動域及びその周辺では、引き続き強い揺れ
を伴う地震に注意。海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波にも注意。

令和６年能登半島地震について

■震央分布図 ■最大震度別地震回数
日別回数
2024年１月１日～3月22日13時回数（回）

※この資料は速報値であり、後日の調査で変更する場合がある。

■ 陸のプレートでの主な地震活動の地震回数比較
（マグニチュード3.5以上）（2020年12月１日～2024年３月14日15時00分、

深さ０～30km、M3.0以上）
※2024年１月１日以降の地震を赤く表示
※吹き出しは、最大震度６弱以上の地震又はM6.0以上の地震

3



令和６年能登半島地震の被害状況

死者 重軽傷者

人数 244名 1,300名

都道府県名
住宅被害

全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 一部破損
石川県 8,441 15,373 6 5 51,098

新潟県 102 2,867 14 18,163

富山県 213 650 14,031
その他 12 597
合 計 8,756 18,902 6 19 83,889

○住家被害（令和６年３月26日現在）

○人的被害（令和６年３月26日現在）

○ライフライン被害（令和６年３月26日現在）
最大戸数 復旧状況

電力 約44,160戸
安全確保等の観点から電気の利用が
できない家屋等を除き復旧。
※北陸電力送配電が保安上の
措置を実施：約370戸

水道 約137,040戸 約9,260戸が断水
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○インフラ・ライフラインの被害状況（令和６年３月26日現在）

輪島市
断水：約3,310戸
停電：0戸

珠洲市
断水：約4,400戸
停電：0戸

能登町
断水：約1,020戸
停電：0戸

穴水町
断水：0戸
停電：0戸

七尾市
断水：約400戸
停電：0戸

志賀町
断水：0戸
停電：0戸

石川県全体
断水：約9,260戸
（最大時：約113,020戸）
停電：安全確保等の観点から電気の利用が

 できない家屋等を除き復旧。
（最大時：約40,000戸）

〇 石川県を中心に、多数の家屋倒壊、土砂災害等により死者244名、重軽傷者1,300名の甚大な被害が発生。
〇 電気、ガス、上下水道等のライフラインへの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラにも甚大な被害が生じ、
 住民生活や中小企業、農林漁業や観光業等の経済活動にも大きな支障が生じた。



令和６年能登半島地震と平成28年熊本地震の被災地の地理的特徴の比較
○ 今般の地震は、被災地が山がちな半島であり、三方を海に囲まれ、地理的に制約がある中でアクセスが困難であること、高齢者が
多い地域であることなどの地理的・社会的特徴があった。

＜立地・アクセス＞ ＜リダンダンシー＞＜地形＞

熊本県庁からの道路距離
益城町役場 ：約10km
南阿蘇村役場：約35km

石川県庁からの道路距離
珠洲市役所   ：約135km
輪島市役場  ：約110km

可住地面積 ※１
珠洲市 ：約25%
震度６強以上地域：約28%

可住地面積 ※１
益城町 ：約69％
震度６強以上地域：約63%

能
登
半
島
地
震
の
被
災
地

熊
本
地
震
の
被
災
地

＜その他＞
□高齢化率※１
（珠洲市）：約52％
（輪島市）：約46％
（震度6強以上の市町村）：約44％

（参考）全国平均：29％

□耐震化率※４
（石川県）：76％
（珠洲市）：51％
（輪島市）：42％

（参考）全国平均：87％

□孤立可能性ありの集落の割合（石川県）※３
（農業集落）：約43%（179/421）

（参考）全国：約29%（17,212/58,734）
（漁業集落）：約27%（  47/174）

 （参考）全国：約31%（  1,933/  6,275）

□高齢化率※１
（益城町）：約54％
（南阿蘇村）：約43％
（震度6強以上の市町村）：約28％

□耐震化率※４
（熊本県）：79%
（益城町）：85%
（南阿蘇村）：50%

□孤立可能性ありの集落の割合（熊本県）※３
（農業集落）：約20%（417/2,096）
（漁業集落）：約26%（  72/  281）

※１出典：「統計でみる市区町村のすがた2023（総務省統計局）」 可住地面積：総面積から林野面積と主要湖沼面積を差し引いて算出したもの ※２出典：「国土数値情報ダウンロードサイト」の緊急輸送道路の情報を基に内閣府で計上
※３出典：各県被害報告、県災害対策本部会議資料 ※４出典：各自治体HP ※５出典：「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査（平成26年10月 内閣府政策統括官（防災担当））」 

震度6強以上の地域へ入る
緊急輸送道路と市町村界の交点：10カ所※２

震度6強以上の市町村へ入る
緊急輸送道路 と市町村界の交点：23カ所※２

珠洲市役所輪島市役所

石川県庁

60km

100km

80km

震度6強以上
の市町村

震央

20km
益城町

南阿蘇村熊本県庁

40km

震度6強以上
の市町村

震央

奥能登へのアクセスルートが遮断
奥能登全体が孤立状態（県資料より）

震度6強以上
の市町村
緊急輸送道路
（石川県内）

最大93箇所で
通行止(1/４時点)
※５

震度6強以上
の市町村
緊急輸送道路
（熊本県内）

最大84箇所で
通行止(4/17時点)
※５
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○ 発災後、速やかに緊急参集チームが招集され、総理指示のもと各省連携して初動対応にあたるとともに、当日中に非常災害対策本部及び非
常災害現地対策本部を設置し、連日災害対応にあたってきたところ。
○ プッシュ型の物資支援については、物資調達・輸送班を内閣府防災に設置し、関係省庁と連携して対応してきた。

政府の対応等①

＜１月１日＞
16:11 官邸対策室設置、緊急参集チーム招集
16:15 総理指示発出

16:45 災害派遣要請（石川県知事→陸自第10師団長）
17:30 特定災害対策本部設置（本部長：防災担当大臣）
20:00 特定災害対策本部会議開催
20:00 古賀副大臣／内閣府調査チーム石川県庁に向け出発
22:40 非常災害対策本部会議設置（本部長：内閣総理大臣）
23:22 古賀副大臣石川県庁到着／非常災害現地対策本部設置（本部長：古賀副大臣）

 災害救助法を適用（新潟県、富山県、石川県、福井県で35市11町１村に適用）
23:35 総理ぶら下がり会見

＜１月２日＞
非常災害対策本部会議開催（１月25日までに本部会議を15回開催)
被災者生活再建支援チーム設置（以降、随時開催）

プッシュ型物資支援を開始

２日 石川県産業展示館（広域物資輸送拠点、金沢市）に到着
３日01時 穴水町に到着

・国民に対し、津波や避難等に関する情報提供を適時的確に行うとともに、住民避難等の被害防止の措置を徹底すること 
・早急に被害状況を把握すること 
・地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと 
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政府の対応等②
＜１月６日＞
被災者生活再建支援法を適用（１月25日までに新潟県、富山県、石川県で23市町に適用)
＜１月９日＞
予備費47.4億円の使用を閣議決定（プッシュ型物資支援関係）
＜１月11日＞
激甚災害(本激)の指定を閣議決定（同日公布・施行）
特定非常災害の指定を閣議決定（同日公布・施行） ※運転免許や事業報告書提出の延長等
＜１月14日＞
岸田総理大臣による能登半島地震に係る被災状況視察及び意見交換（石川県）
＜１月19日＞
大規模災害からの復興に関する法律に基づく非常災害の指定を閣議決定（同日公布・施行）
＜１月25日＞
第15回非常災害対策本部会議で被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージを決定
＜１月26日＞
予備費第２弾として1,553億円の使用を閣議決定（パッケージ関係）
（被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージの財源）
＜２月１日＞
令和６年能登半島地震復旧・復興支援本部設置（本部長：内閣総理大臣）（３月１日までに３回開催)
＜２月24日＞
岸田総理大臣による能登半島地震に係る被災状況視察及び車座対話（石川県）
＜３月１日＞
令和６年能登半島地震復旧・復興支援本部（第３回）開催
予備費第３弾として1,167億円の使用を閣議決定
(被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージの財源)

※災害復旧事業
等の代行

※現在も対応を継続中。 7



政府の体制
○ 令和６年１月１日16時10分の地震を受け、同日、災害対策基本法第24条第１項の規定に基づき、「令和６年能登半島地震非常災害
対策本部」を設置。
○ 同日、同本部に、 「令和６年能登半島地震地震非常災害現地対策本部」を設置。
○ １月２日、内閣総理大臣決定により、内閣官房副長官を長とする「被災者生活・生業再建支援チーム」を設置。

（連携）

内 閣 総 理 大 臣 （設置決定）（災対法に基づき設置）

非常災害対策本部
本  部  長 ： 内閣総理大臣
本  部  員 ： 全閣僚、内閣府副大臣、
 内閣危機管理監、気象庁長官
所管区域 ： 令和６年能登半島地震によって被災

した都道府県

チーム長 ： 内閣官房副長官（事務）
構 成 員  ： 各省事務次官
目 的 ： 被災者の生活や生業の再建を

迅速かつ円滑に支援すること。

被災者生活・生業再建支援チーム

第1回非常災害対策本部会議（岸田内閣総理大臣出席）

各 省 庁

・第15回非常災害対策本部会議で被災者の生活と生業
（なりわい）支援のためのパッケージを決定
・予備費第２弾として1,553億円、
予備費第３弾として1,167億円の使用を閣議決定
（被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージの財源）
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令和６年能登半島地震  非常災害現地対策本部の役割及び体制

審議官（内閣府）
被災自治体（リエゾン）

審議官（総務省）

現地対策本部長
古賀内閣府副大臣、平沼政務官

現地対策副本部長
西田総務大臣政務官

国からの派遣 
・石川県庁 約300名(ピーク時)
・６市町 約500名(ピーク時)
※各省リエゾンを含む

＜現対本部総括＞ ＜被災地情報集約＞ ＜関係機関調整＞

珠洲市 輪島市 能登町 志賀町穴水町七尾市

総括

市町現場情報

審議官(国交省) 審議官(経産省) 審議官(内閣府)・局長(厚労省) 審議官(内閣府)・参事官(経産省)

道路： 国交
上下水道： 厚労、国交、

農水、環境
電気： 経産
通信放送： 総務
仮設住宅： 内閣府、国交
廃棄物、し尿処理：環境

物資管理： 内閣府、経産
物資運搬： 国交、防衛

避難所、NPO・ボランティア： 内閣府
住まい（みなし仮設、仮設住宅）：内閣府、国交
健康医療介護衛生： 厚労
水回りサービス（ＦＴＳ他）：内閣府
学校・子供： 文科、厚労、こども
食事： 農水、厚労

中小企業・伝統産業： 経産
農林水産業： 農水
観光産業：  国交

インフラチーム 物資チーム 生活等支援チーム なりわい再建チーム

※役職はピーク時のもの

○現地対策本部は、石川県庁と緊密に連携しながら、被災地からの情報集約を行うともに、関係機関との調整を行い、災害対応や復旧・復興に
向けての取組を推進。
○インフラ、物資、生活支援、なりわい再建に関する４つのチームを編成。
○輪島市、珠洲市など６市町にも政府職員を派遣し、連絡調整体制を強化。
○県幹部（知事、副知事等）を交えた定例会議の開催。オンラインで、地元首長からの意見も聞き取り。

※省庁名は主な省庁を記載
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○ 関係府省庁の調整・依頼等を通じた自治体等に対する支援については、人命救助活動、医療活動、インフラ・ライフライン
復旧や災害廃棄物処理等の様々な分野で支援を実施。

自治体等に対する主な支援

主な取組・支援 主な支援団体 等

人命救助・捜索活動 広域緊急援助隊（警察庁）、緊急消防援助隊（消防庁）、自衛隊、海上保安庁
医療支援
保健活動
感染症対策

DMAT（災害派遣医療チーム）、DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）、
DICT（日本環境感染学会災害時感染制御支援チーム）、自衛隊 等

災害マネジメント支援 自治体職員派遣 （総括支援チーム）他
避難所運営（給食・入浴支援）
罹災証明書の交付支援
物資管理・輸送支援

自治体職員派遣 （対口支援チーム）、自衛隊 等

給水支援
インフラ調査復旧支援
能登鉄道七尾線復旧支援
農地・農業用施設調査等
漁港施設調査等

（公社）日本水道協会、TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）、自衛隊、
RAIL-FORCE（（独）鉄道・運輸機構 鉄道災害調査隊）、国土技術政策総合研究所、
国立研究開発法人 土木研究所、国立研究開発法人 建築研究所、
国立研究開発法人 港湾空港技術研究所、土地改良事業団体連合会、
（一社）水産土木建設技術センター、MAFF-SAT（農林水産省サポート・アドバイス・チーム） 等

被災建築物応急危険度判定
被災宅地危険度判定

全国被災建築物応急危険度判定協議会、自治体職員派遣、TEC-FORCE等（国土交通省）

災害廃棄物処理支援 災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）
D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）等

学校再開に向けた支援
（スクールカウンセラー及び
 教職員派遣）

（一社）日本臨床心理士会
各都道府県・指定都市教育委員会

被災ペット支援 （公社）日本獣医師会、自治体職員派遣
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予備自衛官による巡回診療

即応予備自衛官による物資輸送

輪島朝市地域の捜索活動

【人命救助・医療支援】

○ 発災当初から、人命救助に全力を挙げ、これまで、約１，０４０名を救助。

○ 医官や看護官等による衛生支援チームが、孤立地域を中心に巡回診療を実施。

【物資輸送・生活支援】

○ 政府全体でプッシュ型支援に取り組む中、自衛隊のトラック等により、支援物資を１ヶ所

（金沢）に集積した上で、さらに、ヘリや車両により、支援物資を輪島市、珠洲市、能登町

志賀町、七尾市及び穴水町の各集積所等に輸送し、その後、各避難所まで輸送。

○ 避難所の被災者の具体的な要望をきめ細かく直接聴取し、必要に応じ物資を自衛隊で

調達し、配布。

○  被災者のニーズに基づき、コンビニやスーパーの生活物資を、自衛隊のヘリや車両に

搭載し、避難所に輸送。

○  輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市及び志賀町において、給水支援を実施。

○ 珠洲市、七尾市、輪島市、富山県氷見市、穴水町及び志賀町において、給食支援を実施。

○  珠洲市、七尾市、輪島市、志賀町、穴水町及び能登町において、入浴支援を実施。

○  避難所等において、音楽隊による慰問演奏会を実施。

【２次避難の支援】

○ 能登空港等を使用し、自衛隊の輸送力による孤立地域等からの被災者の２次避難に 係

る輸送支援を実施（１月１９日に石川県は孤立地域の実質的な解消を発表）。

【Ｐ Ｆ Ｉ 船舶による活動】

○ 防衛省がＰＦＩ形式で契約している民間船舶２隻を七尾港に派遣し、被災された方々や地方

自治体からの派遣職員等の休養施設等として開設。

能登空港における
空自C-2による２次避難輸送

令和６年能登半島地震に係る自衛隊の対応
令 和 ６ 年 ３ 月

防 衛 省
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１．被災した農地、用排水施設等の点検と復旧
〇農林水産省等の職員：MAFF-SAT（１日約100人、
延べ8,186人）が土地改良事業団体連合会等関係団体の
協力を得て、被災市町村への技術的支援を実施中。

〇点検対象となる2,000か所以上の防災重点農業ため池に
ついて、県や市町村と連携し点検や応急対策等を実施。
加えて、農地や用排水施設等の点検や応急対策等を実施。
富山県氷見市においても、MAFF-SAT（延べ954人）を
派遣し、被災した農業用パイプライン（約142km）の
充水試験を行いつつ、漏水箇所の復旧を実施。
※MAFF-SATの人数は３月27日時点

〇市町村管理の集落排水施設についても関係団体等の
協力を得て、被災状況の把握や応急復旧等を支援。

２．災害復旧事業の発注支援
〇奥能登４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）に

MAFF-SATが２名ずつ常駐し、被害状況の把握、査定
前着工や復旧工法に関する技術的助言等の支援を実施。

３．支援策の周知活動・伴走支援
〇2月19日から、石川県下のJA等（合計６か所）に石川県・

JA・農林水産省の職員が常駐し、相談窓口を設置。
こうした拠点を活用し、作付けシーズンに向けたきめ細か
な伴走支援を加速化。

被災市町村への支援（MAFF-SATの取組）

被災ため池におけるブルーシートの設置被災ため池への災害応急用ポンプ車の派遣

MAFF-SATによる市町への技術的支援
（輪島市役所）

地質官（農林水産省職員）による現地調査
（輪島市稲舟地区）

ＪＡ相談窓口対応

農業集落排水施設の点検

査定に向けた被災ため池の法面崩落の測量

16
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被害認定調査・罹災証明書の交付に向けた取組状況（３月25日時点）
○ 航空写真の活用、エリア一括での「全壊」判定等により、被害認定調査の簡素化を積極的に推進。
○ 能登半島北部６市町の罹災証明書は、申請に対し98％が交付済み。
○ 他自治体からの人的支援を得つつ、引き続き、被災自治体のサポートを実施。

被害認定調査の簡素化事例

輪島市 東京都民間システム

被災家屋の写真
撮影・保存 閲覧・判

定

罹災証明書の交付等の状況

○「リモート」判定
応援自治体職員がリモートで被害区分を判定。

○航空写真、ドローンの活用
ドローン等で撮影した写真により被害区分を判定。

輪島市・朝市通り周辺
（令和６年１月撮影・国土地理院提供）

全焼地区
（輪島市HPより）

（輪島市）
・朝市通り周辺地区について、
航空写真を活用し、エリア
一括で「全壊」判定を実施
・申請受理後、即日で罹災
証明書を交付

（輪島市）
・応急危険度判定で「危険」と
判定された住家（2,200棟程
度）について、東京都職員等
が写真により、「全壊」判定を
実施。

（珠洲市）
・航空写真、ドローンで撮影
した写真を積極的に活用し、
判定を実施。

１階が崩壊（全壊）

ドローンで撮影した写真
（令和６年１月撮影）

航空写真
（令和６年１月撮影・国土地理院提

供）

全壊

全壊

損害割合30%
＜下地材にひび割れ

＞

○調査票の簡略化
５つのイメージ図から損害割合を選択。

○珠洲市
・申請数：10,907件
・調査済：15,851棟
・交付済：10,907件

○能登町
・申請数：7,533件
・調査済：11,233棟
 ・交付済：7,555件

○穴水町
・申請数：2,398件
・調査済：4,105棟
・交付済：2,398件

○七尾市
・申請数：16,900件
・調査済：12,935棟
・交付済：12,636件

○志賀町
・申請数：7,281件
・調査済：13,009棟
・交付済：6,644件

○石川県全体
・申請数：88,477件
・調査済：113,477棟
・交付済：84,072件

（95%）

○輪島市
・申請数：12,227件
・調査済：27,443棟
・交付済：15,945件

※ 各市町村への聞き取りにより、
非住家を含む。また、集計時点
は市町により異なる。
※ １通の申請書に２件（住家
１件・非住家１件）交付してい
る場合があり、交付済件数が申
請数を上回る場合がある。

※ 行政書士会による無
料申請サポートも実施

＜下地材に破損＞
損害割合75% 18



〇被災市町村では、外部からの応援を迅速、的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための体制（受援体制）を整備する
ことが重要。（熊本地震の教訓を踏まえ、「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（H29.3）を策定）

〇受援体制の整備のための「受援計画」について、令和６年能登半島地震による被災自治体（※）の策定状況は以下のとおり。
・都道府県：４県全てで策定済
・市町村  ：47市町村中39市町村で策定済（約83％）
〇なお、全ての被災自治体において、他の自治体や民間企業と応援協定を締結していた。

自治体の受援体制整備について

■被災自治体（※）の受援計画の策定状況

定めている
39団体 83％

定めている
４団体 100％

定めていない
８団体 17％

市町村

都道府県

■受援計画の項目別策定状況

定めている
1,312団体 75.4％

定めている
47団体 100％

定めていない
429団体
24.6％

市町村

都道府県

被災都道府県 被災市町村 （全国）都道府県 （全国）市町村
①庁内全体の受援担当者の選定 100％ 83％ 100％ 72.3％

②受援対象業務の整理 100％ 83％ 91.5％ 58.1％

③各業務の受援担当者の選定 100％ 78.7％ 85.1％ 55.9％
④応援職員等の受入れ環境の確保 100％ 61.7％ 89.4％ 49.7％

※被災自治体：災害救助法が適用された市町村及び当該市町村を管内に有する都道府県

令和５年６月１日現在

（参考：全国）

令和５年６月１日現在

（出典）消防庁・内閣府「地方公共団体における業務継続計画策定状況の調査」

■相互応援協定に基づく応援事例

〇福井県越前市→石川県七尾市 令和６年３月８日時点
・職員派遣（延べ362名）
・物資支援（ブルーシート 300枚・飲料水 360ℓ）

〇島根県松江市→石川県珠洲市 令和６年３月４日時点
・職員派遣（延べ15名）
・物資支援（食料品、飲料水、簡易トイレ等）

〇長野県宮田村→石川県穴水町 令和６年２月17日時点
・職員派遣（延べ17名）
・物資支援（水、給水バック、簡易ベット、トイレ、食料等）

（出典）各自治体ウェブサイト

※分母に未策定自治体を含む 19



自治体支援に関する職員報告レポート（概要）

20〇：評価すべき点、×：改善すべき点、□：提案、アイディア

体制、求められる役割等 情報共有 受援体制 職員派遣の環境整備

現地対策本部

リエゾン

○発災当日に現地対策本部を
立ち上げた。

×当初、課題に対応するための
体制構築が不十分であった。

×当初、情報収集体制、担当
窓口の明確化が出来ず混乱が
生じた。

○１月２日に各市町にリエゾン
を派遣した。

○リエゾンからの市町の情報は
内閣府で集約し、各省庁と共
有・調整を行った。

□関係者間の情報共有の在り
方を整えておく必要。（ツール
の統一化を含む。）

□派遣者リストの共有等による
密な連携が必要。

○各府省とも審議官級が派遣さ
れ、大局的な判断が速やかにな
された。

□フェーズや業務内容の変化に
より、柔軟な人員見直しが必要。

×通信速度が遅い、ネットワー
クから切断されるなど通信環境
が脆弱であった。

□災害対応に従事する職員
用の政府横断的な支援体制
の構築が必要。

○途中から、現地派遣者に対
し、現地状況等にかかる事前
の説明会が行われた。
□現地の状況に応じ、業務に
必要な資機材や装備品及び
衣食住の確保にかかる準備が
必要。

×宿泊場所が無い中、机に
座ったままの睡眠、風呂洗濯
無し、早朝出発など、支援者
自身が心身ともに健康な状態
で活動できる環境が十分に確
保されていなかった。

×増員に伴い執務スペースが狭
隘となった。感染症対策としても
不十分。

□効率的に情報を活用出来る
方法を検討する必要。

×本府省庁へ報告しても十分な
反応が無く、必要としている情報
が分からないケースがあった。

○速やかに現地入りすることで、
市町職員の懸念、問題意識を
共有できた。

×受援側の業務体制や業務
内容の把握が困難で、連携に
時間を要した。

○当初、現対本部においても
通信環境が悪かったが、途中か
らはwi-fi環境が確保された。

○コミュニケーションツールの活
用により、関係者間の情報共
有が効果的・効率的に実施で
きた。

□支援職員のために、各部署
がどのような所掌なのか整理し
ておくと連携に有用。

×宿泊場所が不足する中、宿
泊可能な箇所等の情報共有
が十分に出来なかった。

×正式なルートの情報とリエゾン
からの情報に齟齬が生じることが
あった。

○受援側の関係部署と近接し
た執務スペースが確保されるこ
とで、連携が容易となった。

□異なる機関の間においても
効率的に情報共有が出来る
手法が必要。

○県や市町において、各機関
が参加する情報伝達、活動調
整等の会議が開催された。

×当初、通信環境が悪く、通
話やデータの送付などが困難で
意思疎通の手段に制約があっ
た。

○衛星インターネットの活用に
より、通信環境が改善した。
□衛星インターネットは輸送・
設置場所等に制約もあるため、
平時から設置訓練等を行って
おく必要。

×突然の派遣かつ事前の現地
情報が分からず、荷物の準備
が困難であった。

×設置、運営にかかるマニュアル
はあったが、関係者で十分に認
識されていなかった。
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